
 

 

 

 

 

 

  第 １ ７ 号 議 案  

 

 

新 宿 区 介 護 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 

   上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。  

 

 

 

    令 和 ８ 年 ２ 月 １ ７ 日  

 

 

 

          提 出 者  新 宿 区 長   吉 住  健 一  

  



新 宿 区 条 例 第 ２ 号  

 

新 宿 区 介 護 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

新 宿 区 介 護 保 険 条 例 （ 平 成 1 2 年 新 宿 区 条 例 第 3 5 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。  

 附 則 に 次 の 2 条 を 加 え る 。  

 （ 令 和 8 年 度 の 保 険 料 率 の 算 定 に 関 す る 所 得 の 額 の 算 定 方 法 の 特

例 ）  

第 1 0 条  第 1 号 被 保 険 者 （ 令 和 8 年 度 分 の 保 険 料 の 賦 課 期 日 に お

い て 区 の 区 域 内 （ 以 下 「 区 内 」 と い う 。 ） に 住 所 を 有 し な い 者 を

除 き 、 同 年 度 分 の 地 方 税 法 の 規 定 に よ る 特 別 区 民 税 の 賦 課 期 日 に

お い て 区 内 に 住 所 を 有 す る 者 （ 同 法 第 2 9 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ り

区 の 住 民 基 本 台 帳 に 記 録 さ れ て い る 者 と み な さ れ た 者 を 含 む 。 ）

に 限 る 。以 下 こ の 条 及 び 次 条 第 1 項 に お い て 同 じ 。）  の う ち 、令

和 7 年 の 合 計 所 得 金 額 に 給 与 所 得 が 含 ま れ て い る 者 （ 同 年 中 の 給

与 等（ 所 得 税 法（ 昭 和 4 0 年 法 律 第 3 3 号 ）第 2 8 条 第 1 項 に 規 定 す

る 給 与 等 を い う 。以 下 同 じ 。）の 収 入 金 額 が 5 5 万 1 , 0 0 0 円 以 上 6 5

万 1 , 0 0 0 円 未 満 で あ る 者 に 限 る 。 ） の 令 和 8 年 度 に お け る 保 険 料

率 の 算 定 に つ い て の 第 1 1 条 第 1 項（ 第 6 号 ア 、第 7 号 ア 、第 8 号

ア 、第 9 号 ア 、第 1 0 号 ア 、第 1 1 号 ア 、第 1 2 号 ア 、第 1 3 号 ア 、第

1 4 号 ア 、第 1 5 号 ア 、第 1 6 号 ア 及 び 第 1 7 号 ア に 係 る 部 分 に 限 る 。）

の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、同 項 第 6 号 ア 中「 合 計 所 得 金 額 を い い 」

と あ る の は 、 「 合 計 所 得 金 額 を い い 、 当 該 合 計 所 得 金 額 に 所 得 税

法 （ 昭 和 4 0 年 法 律 第 3 3 号 ） 第 2 8 条 第 1 項 に 規 定 す る 給 与 所 得

が 含 ま れ て い る 場 合 に は 、 当 該 給 与 所 得 の 金 額 に つ い て は 、 同 条

第 2 項 の 規 定 に よ っ て 計 算 し た 金 額 に 令 和 7 年 中 の 同 条 第 1 項 に

規 定 す る 給 与 等 の 収 入 金 額 か ら 5 5 万 円 を 控 除 し て 得 た 額 を 加 え

た 額 に よ る も の と し 」 と す る 。  

２  第 1 号 被 保 険 者 の う ち 、 令 和 7 年 の 合 計 所 得 金 額 に 給 与 所 得 が

含 ま れ て い る 者 （ 同 年 中 の 給 与 等 の 収 入 金 額 が 6 5 万 1 , 0 0 0 円 以

上 1 6 1 万 9 , 0 0 0 円 未 満 で あ る 者 に 限 る 。 ） の 令 和 8 年 度 に お け る

保 険 料 率 の 算 定 に つ い て の 第 1 1 条 第 1 項（ 第 6 号 ア 、第 7 号 ア 、第

8 号 ア 、 第 9 号 ア 、 第 1 0 号 ア 、 第 1 1 号 ア 、 第 1 2 号 ア 、 第 1 3 号

ア 、 第 1 4 号 ア 、 第 1 5 号 ア 、 第 1 6 号 ア 及 び 第 1 7 号 ア に 係 る 部 分



に 限 る 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 第 6 号 ア 中 「 合 計 所 得

金 額 を い い 」 と あ る の は 、 「 合 計 所 得 金 額 を い い 、 当 該 合 計 所 得

金 額 に 所 得 税 法 （ 昭 和 4 0 年 法 律 第 3 3 号 ） 第 2 8 条 第 1 項 に 規 定

す る 給 与 所 得 が 含 ま れ て い る 場 合 に は 、 当 該 給 与 所 得 の 金 額 に つ

い て は 、 同 条 第 2 項 の 規 定 に よ っ て 計 算 し た 金 額 に 1 0 万 円 を 加

え た 額 に よ る も の と し 」 と す る 。  

３  第 1 号 被 保 険 者 の う ち 、 令 和 7 年 の 合 計 所 得 金 額 に 給 与 所 得 が

含 ま れ て い る 者 （ 同 年 中 の 給 与 等 の 収 入 金 額 が 1 6 1 万 9 , 0 0 0 円 以

上 1 9 0 万 円 未 満 で あ る 者 に 限 る 。 ） の 令 和 8 年 度 に お け る 保 険 料

率 の 算 定 に つ い て の 第 1 1 条 第 1 項（ 第 6 号 ア 、第 7 号 ア 、第 8 号

ア 、第 9 号 ア 、第 1 0 号 ア 、第 1 1 号 ア 、第 1 2 号 ア 、第 1 3 号 ア 、第

1 4 号 ア 、第 1 5 号 ア 、第 1 6 号 ア 及 び 第 1 7 号 ア に 係 る 部 分 に 限 る 。）

の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、同 項 第 6 号 ア 中「 合 計 所 得 金 額 を い い 」

と あ る の は 、 「 合 計 所 得 金 額 を い い 、 当 該 合 計 所 得 金 額 に 所 得 税

法 （ 昭 和 4 0 年 法 律 第 3 3 号 ） 第 2 8 条 第 1 項 に 規 定 す る 給 与 所 得

が 含 ま れ て い る 場 合 に は 、 当 該 給 与 所 得 の 金 額 に つ い て は 、 同 条

第 2 項 の 規 定 に よ っ て 計 算 し た 金 額 に 6 5 万 円 か ら 、 令 和 7 年 中

の 同 条 第 1 項 に 規 定 す る 給 与 等 の 収 入 金 額 か ら 当 該 給 与 等 の 収 入

金 額 を 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 7 年 法 律 第 1 3 号 ）

第 1 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 所 得 税 法 別 表 第 5 の 給 与 等 の 金 額 と

し て 、 同 表 に よ り 当 該 金 額 に 応 じ て 求 め た 同 表 の 給 与 所 得 控 除 後

の 給 与 等 の 金 額 を 控 除 し て 得 た 額 を 控 除 し て 得 た 額 を 加 え た 額 に

よ る も の と し 」 と す る 。  

 （ 令 和 8 年 度 の 保 険 料 率 の 算 定 に 関 す る 基 準 の 特 例 ）  

第 1 1 条  第 1 号 被 保 険 者 の 令 和 8 年 度 に お け る 保 険 料 率 の 算 定 に

つ い て の 第 1 1 条 第 1 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 第 1 号 被

保 険 者 の 属 す る 世 帯 の 世 帯 主 及 び 全 て の 世 帯 員 の う ち に 、 第 1 号

に 掲 げ る 者 に 該 当 し 、 か つ 、 第 2 号 又 は 第 3 号 に 掲 げ る 者 の い ず

れ か に 該 当 す る 者 が あ る と き は 、 当 該 該 当 す る 者 は 、 同 年 度 分 の

地 方 税 法 の 規 定 に よ る 特 別 区 民 税 が 課 さ れ て い る 者 と み な す 。  

⑴  令 和 7 年 の 合 計 所 得 金 額 に 給 与 所 得 が 含 ま れ て い る 者 （ 令 和

8 年 度 分 の 保 険 料 の 賦 課 期 日 に お い て 区 内 に 住 所 を 有 し な い 者

を 除 く 。 ） で あ っ て 、 同 年 度 分 の 地 方 税 法 の 規 定 に よ る 特 別 区

民 税 の 賦 課 期 日 に お い て 区 内 に 住 所 を 有 す る も の （ 同 法 第 2 9 4

条 第 3 項 の 規 定 に よ り 区 の 住 民 基 本 台 帳 に 記 録 さ れ て い る 者 と



み な さ れ た 者 を 含 む 。 ）  

⑵  地 方 税 法 第 2 9 5 条 第 1 項 第 2 号 に 掲 げ る 者 に 該 当 し 、か つ 、令

和 8 年 度 分 の 同 法 の 規 定 に よ る 特 別 区 民 税 が 課 さ れ て い な い 者

で あ っ て 、 次 の ア か ら ウ ま で に 掲 げ る 場 合 の い ず れ か に 該 当 す

る も の  

  ア  令 和 7 年 中 の 給 与 等 の 収 入 金 額 が 5 5 万 1 , 0 0 0 円 以 上 6 5 万

1 , 0 0 0 円 未 満 で あ り 、か つ 、1 3 5 万 円 か ら 同 年 の 合 計 所 得 金 額

を 控 除 し て 得 た 額 が 、 同 年 中 の 給 与 等 の 収 入 金 額 か ら 5 5 万

円 を 控 除 し て 得 た 額 以 下 で あ る 場 合  

  イ  令 和 7 年 中 の 給 与 等 の 収 入 金 額 が 6 5 万 1 , 0 0 0 円 以 上 1 6 1

万 9 , 0 0 0 円 未 満 で あ り 、 か つ 、 1 3 5 万 円 か ら 同 年 の 合 計 所 得

金 額 を 控 除 し て 得 た 額 が 1 0 万 円 以 下 で あ る 場 合  

  ウ  令 和 7 年 中 の 給 与 等 の 収 入 金 額 が 1 6 1 万 9 , 0 0 0 円 以 上 1 9 0

万 円 未 満 で あ り 、 か つ 、 1 3 5 万 円 か ら 同 年 の 合 計 所 得 金 額 を

控 除 し て 得 た 額 が 、 6 5 万 円 か ら 、同 年 中 の 給 与 等 の 収 入 金 額

か ら 当 該 給 与 等 の 収 入 金 額 を 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法

律 （ 令 和 7 年 法 律 第 1 3 号 ） 第 1 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 所

得 税 法 別 表 第 5（ 以 下「 別 表 第 5」と い う 。）の 給 与 等 の 金 額

と し て 、 別 表 第 5 に よ り 当 該 金 額 に 応 じ て 求 め た 別 表 第 5 の

給 与 所 得 控 除 後 の 給 与 等 の 金 額 を 控 除 し て 得 た 額 を 控 除 し て

得 た 額 以 下 で あ る 場 合  

⑶  地 方 税 法 第 2 9 5 条 第 1 項 各 号 に 掲 げ る 者 に 該 当 せ ず 、か つ 、令

和 8 年 度 分 の 同 法 の 規 定 に よ る 特 別 区 民 税 が 課 さ れ て い な い 者

で あ っ て 、 次 の ア か ら ウ ま で に 掲 げ る 場 合 の い ず れ か に 該 当 す

る も の  

ア  令 和 7 年 中 の 給 与 等 の 収 入 金 額 が 5 5 万 1 , 0 0 0 円 以 上 6 5 万

1 , 0 0 0 円 未 満 で あ り 、か つ 、新 宿 区 特 別 区 税 条 例（ 昭 和 3 9 年

新 宿 区 条 例 第 5 7 号 ）第 1 0 条 第 2 項 に 規 定 す る 金 額（ 以 下「 非

課 税 限 度 額 」 と い う 。 ） か ら 令 和 7 年 の 合 計 所 得 金 額 を 控 除

し て 得 た 額 が 、 同 年 中 の 給 与 等 の 収 入 金 額 か ら 5 5 万 円 を 控

除 し て 得 た 額 以 下 で あ る 場 合  

イ  令 和 7 年 中 の 給 与 等 の 収 入 金 額 が 6 5 万 1 , 0 0 0 円 以 上 1 6 1

万 9 , 0 0 0 円 未 満 で あ り 、 か つ 、 非 課 税 限 度 額 か ら 同 年 の 合 計

所 得 金 額 を 控 除 し て 得 た 額 が 1 0 万 円 以 下 で あ る 場 合  

ウ  令 和 7 年 中 の 給 与 等 の 収 入 金 額 が 1 6 1 万 9 , 0 0 0 円 以 上 1 9 0



万 円 未 満 で あ り 、 か つ 、 非 課 税 限 度 額 か ら 同 年 の 合 計 所 得 金

額 を 控 除 し て 得 た 額 が 、 6 5 万 円 か ら 、同 年 中 の 給 与 等 の 収 入

金 額 か ら 当 該 給 与 等 の 収 入 金 額 を 別 表 第 5 の 給 与 等 の 金 額 と

し て 、 別 表 第 5 に よ り 当 該 金 額 に 応 じ て 求 め た 別 表 第 5 の 給

与 所 得 控 除 後 の 給 与 等 の 金 額 を 控 除 し て 得 た 額 を 控 除 し て 得

た 額 以 下 で あ る 場 合  

２  第 1 号 被 保 険 者 の 令 和 8 年 度 に お け る 保 険 料 率 の 算 定 に つ い て

の 第 1 1 条 第 1 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 第 1 号 被 保 険 者

が 前 項 第 1 号 に 掲 げ る 者 に 該 当 し 、 か つ 、 同 項 第 2 号 又 は 第 3 号

に 掲 げ る 者 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 当 該 第 1 号 被 保 険 者

は 、 同 年 度 分 の 地 方 税 法 の 規 定 に よ る 特 別 区 民 税 が 課 さ れ て い る

者 と み な す 。  

 

附  則  

 

こ の 条 例 は 、 令 和 8 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 （ 提 案 理 由 ）  

 介 護 保 険 法 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令（ 令 和 7 年 政 令 第 4 2 0 号 ）

の 施 行 に 伴 い 、 令 和 8 年 度 の 介 護 保 険 料 の 段 階 の 判 定 に 関 す る 合 計

所 得 金 額 の 計 算 方 法 の 特 例 措 置 等 を 設 け る 必 要 が あ る た め  


